
別紙

１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１ 特別会計（公共下水道事業特別会計（２人）、農業集落排水事業特別会計（１人）、国民健康保険特別会計（５人）、老人保健特別会計（１人）、介護保険特別会

計（６人）および後期高齢者医療特別会計（２人））に係る職員数ならびに給与費は含まれていない。また、町長・副町長・教育長の給与費も含まれていない。

　　　２ 「職員手当」には退職手当は含まれていない。

　　　３ 「職員数」は平成２１年４月１日現在の一般職員数である。

　　　４ 「給与費」および「一人当たりの給与費」について、地方財政状況調査に基づくため一般職員ではない臨時職員（２５人）の給与も含まれている。そのため、一般

職員１３８人における「給与費」および「一人当たりの給与費」を（ ）書きとした。

　　　５ 「類似団体平均一人当たり給与費」とは、人口規模、産業構造が類似している団体の給与費を単純平均したものである。

 (3) 特記事項
○平成１９年度から管理職手当の支給を定率制から定額制とし、当分の間支給額の抑制を行っている。
○課長：27,000円、課長補佐：21,800円　（本来の支給額　課長：49,900円、課長補佐：39,700円）

 (4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ 「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　２ 「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　 　

（５）給与改定の状況（平成２２年度）
益子町では人事委員会を設置していないため、人事院の勧告に準じた給与改定を行っている。
①月例給　　平均△０．１９％（国も同じ）
②特別給（期末勤勉手当）　　３．９５月（△０．２月、国も同じ）

益子町の給与・定員管理等について
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２　一般行政職給料表の状況（平成２２年４月１日現在）

（注） 上段：平成２２年給与改定前の金額、下段：平成２２年給与改定後の金額

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

②技能労務職

（注）１ 「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの４月に支給されたすべての諸手当の額を合計したものであり、

地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　３ 「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当などの手当が含まれていないことから、比較のため国家公務

員と同じベース（給料＋扶養手当＋住居手当＋管理職手当。なお、益子町では支給していない地域手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特地勤務手当および初

任給調整手当も加算の対象となっている)で再計算したものである。

　　　４ 「平均年齢」は、１０進法による表記である。

　　　５ 技能労務職の表における注意点

①民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成１９～２１年の３カ年の平均）。

②技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

③年収ベースの「公務員（Ｃ）」および「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額（（Ａ）および（Ｂ））を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給さ

③れた期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
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 （2) 職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

 （3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１ 近似のデータがない場合は「ハイフン（－）」、該当者が１～２人となるデータについてはアスタリスク（＊）としている。

　　　２ 一般行政職（大学卒）において「経験年数１０年」の職員は経験年数１０年および１１年の平均値となっている。

一般行政職（大学卒）において「経験年数１５年」の職員は経験年数１４年および１５年の平均値となっている。

一般行政職（大学卒）において「経験年数２０年」の職員は経験年数２０年および２１年の平均値となっている。

一般行政職（高校卒）において「経験年数２０年」の職員は経験年数２０年および２１年の平均値となっている。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
 （1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１ 益子町一般職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による、地方公務員実態調査でいうところの一般行政職員のみの職員数である。

　　　２ 「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注） 平成１８年度に８級制から６級制に変更している（旧給料表の１級および２級、ならびに４級および５級をそれぞれ統合）。

 （2) 昇給への勤務成績の反映状況
　益子町では、地方公務員法第４０条第１項の規定に基づき、平成１３年４月に「益子町職員勤務評定要綱」を定めた。職員の能力開発、指
導育成、人事考課および昇給などに主眼をおき運用してきた。平成１８年度の給与構造改革では昇給・勤勉手当に勤務実績を反映するよ
う求めているところから、これまでの勤務評定制度を発展させた新たな勤務評定制度を平成２０年度から運用開始した。平成２０年度につい
ては試行期間とし、昇給への反映は本格運用となる平成２１年度評価から反映している。
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４　職員の手当の状況
 （1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円
（２１年度支給割合） （２１年度支給割合） （２１年度支給割合）

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　　５～１５％ ・役職加算　　　５～２０％ ・役職加算　　　５～２０％
・管理職加算　１５～２２％ ・管理職加算　１０～２５％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
　益子町では、地方公務員法第４０条第１項の規定に基づき、平成１３年４月に「益子町職員勤務評定要綱」を定めた。職員の能力開発、指
導育成、人事考課および昇給などに主眼をおき運用するとしてきたところから、勤勉手当には反映させていなかった。平成１８年度の給与構
造改革では昇給・勤勉手当に勤務実績を反映するよう求めているところから、これまでの勤務評定制度を発展させた新たな勤務評定制度を
平成２０年度から運用開始した。なお、勤務評定時期（１～２月）と勤勉手当支給月（６・１２月）にタイムラグがあることから、勤勉手当への反
映についてはさらに検討していく。

（2) 退職手当（平成２２年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
○その他の加算措置 ○その他の加算措置 ○その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(２～２０％加算) 定年前早期退職特例措置(２～２０％加算) 定年前早期退職特例措置(２～２０％加算)
○退職時特別昇給　　なし
○１人当たり平均支給額 ○１人当たり平均支給額(教育・警察職以外)

千円 千円 千円 千円
（注）１ 「退職手当の１人当たり平均支給額」は、平成２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　２ 益子町において、平成２１年度に自己都合退職をした職員はいなかった。

 (3) 地域手当
益子町では、地域手当の支給対象地域ではないため支給実績なし。

 (4) 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

（注） 上記３つの特殊勤務手当については、平成２１年度の支給実績なし。

 (5) 時間外勤務手当
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 (6) その他の手当（平成２２年４月１日現在）

○配偶者がいる場合

○配偶者がいない場合

○加算措置

○借家の場合

（注） 管理職員特別勤務手当は、平成２１年度の支給実績なし。

５　特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）

町長
副町長
議長
副議長
議員
町長 （２１年度支給割合）
副町長 ３．１０月分
議長 （２１年度支給割合）
副議長 ３．３５月分
議員

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
町長 給料月額×在職月数×４２／１００ 任期毎
副町長 給料月額×在職月数×２５／１００ 任期毎
備考

（注）１ 特別職における給料および報酬について、平成１７年４月１日から支給の抑制措置を行っている。給料および報酬の（　）内は、抑制措置を行う前の条例上の支

給金額である。                         

　　　２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。                  

千円 13,390 円

340,000 円／ 192,600 円

千円 0 円

7,114 千円

0

円

284,576 円

千円 224,897 円

円千円

支給職員１人当たり

平均支給年額

（２１年度決算）

15,293

国の制度
と異なる

内容

週休日等の緊急必要時等における勤務に対し
支給　5,000～6,000円
週休日等における日直勤務に対し支給　4,200
円（年末年始 8,400円）

千円 76,712

国の制度
との異同

445,000

13,608,000

242,500

支給実績
（２１年度決算）

扶養手当

手　当　名

日直手当

内容及び支給単価

同

通勤手当

管理職手当

同

通勤距離（片道２㎞以上）区分に応じ支給
　　3,000～21,000円　など
管理職員（課長・課長補佐級）に対し支給（平成
１９年度から定額支給とし、当分の間、支給額を
抑制）
・課長課長：49,900円 → 27,000円
・主幹主幹：45,700円 → 22,900円
・課長補佐：39,700円 → 21,800円

管理職員特別勤
務手当

716,000

区分

住居手当

退
職
手
当

給
料

報
酬

期
末
手
当

549,000
350,000

675,000
円

290,000
(　　　　　) 円255,000

円
円

372,000(　　　　　)

6,588,000

円

円

（参考）類似団体における最高／最低額

213,300
円

円

(　　　　　)
(591,000)
(727,000) 円

同

同

880,000

・満１６歳到達年度の４月から満２２歳到達後の３
・月までの子１人につき、5,000円を加算

円／
275,000

10,279

・扶養親族である配偶者　13,000円
・子、父母など　扶養親族１人につき 6,500

・扶養親族１人目　11,000円
・２人目以降　6,500円

異

同

・家賃23,000円以下
　　家賃額－12,000円
・家賃23,000超～55,000円未満
　　（家賃額－23,000円）×1/2＋11,000円
・家賃55,000円以上
　　27,000円

3,880

290,500

1,352

円／ 円
円

359,000円／
円／

給料月額等
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６　職員数の状況
 （1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

区分
部門

人口１万人当たりの職員数
（類似団体の人口１万人当たりの職員数

人口１万人当たりの職員数
（類似団体の人口１万人当たりの職員数

＜参考＞
人口１万人当たりの職員数　　　　　　　　　　

（注）１ 「職員数」は地方公共団体定員管理調査に基づくものであるため、一般職に属する教育長が含まれている。

　　　２ [     ]内は、条例定数の合計である。

　　　３ 「人口１万人当たりの職員数」の基礎となる人口は、平成２２年３月３１日現在の住民基本台帳人口（２４，９６３人）である。

 （2) 年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）

　

（注） この表における職員数は、教育長および派遣職員を除いた一般職員数となっている。

 (3) 職員数の推移
年度

部門別

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

▲ 4

▲ 9.5%
▲ 16

▲ 12
▲ 26.1%
0
0%

1681
人人

21
人

1 18
人人

人
152

人

60歳
以上

人

人
19

52歳
～

56歳
～

59歳
人

人

39歳

人
19

35歳
人 人

人）

人事交流（県庁派遣）に伴う増員

事務分担見直しに伴う減員

66.05
参
考

0

41.26

人
83.59

学校給食業務退職者不補充（臨時職員化）に伴う減員

61.29

参
考

54.88

0

～

47歳
人

～

人

51歳
人

計

1918

55歳
人

-2

人

0
13

主な増減理由

普
通
会
計
部
門

34

14

総務
議会

人）
36

13
14

10

103

0

税務

職員数
平成２２年

28
33

平成２１年

28

48歳

[　0　］

32歳 36歳 44歳

[　205　］

28歳

[　205　］

12

77

12

小計

16

計

教育部門

一
般
行
政
部
門

農林水産
商工

103

公
営
企
業
等

会
計
部
門

137

その他

153

下水道

～

総合計

人

２２年

５年前
（１７年）

人

3

人
5

小　計

27歳

22
人

5 13

11
人

15

17
人

1816

～ ～

18

～

31歳

9

-1

人人
16

43歳23歳

17

区分

29

後期高齢者広域連合派遣終了に伴う減員

1

人
10

～
24歳

-1

156
合　　計

20歳
未満

土木
民生
衛生

16

14
3

15

11

20歳

13

139

対前年
増減数

0

0

0

～
40歳

-3

-1

-2

0

153 156 153

▲ 3.7%

37 36 34

16 17 16

教　育

等会計
公営企業

169 163

101

40

16

157

46

16

107 103

42

18

２２年
過去５年間の
増減数（率）

一般行政 100 103 103

２１年１７年 １８年 １９年 ２０年

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22年の構成比

5年前（17年）の構成比

%
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